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                港区教育委員会会議録         第２５７５号 

令和３年第２４回臨時会 

 

日 時 令和３年１０月２５日（月） 午前１０時００分 開会 

場 所 港区役所７階 教育委員会室（テレビ会議） 

「出席者」             教   育   長        浦 田 幹 男 

                  教育長職務代理者        田 谷 克 裕 

                  委      員        中 村   博 

                  委      員        寺 原 真希子 

                  委      員        山 内 慶 太 

 

「説明のため出席した事務局職員」  教 育 推 進 部 長        星 川 邦 昭 

                  学 校 教 育 部 長        湯 川 康 生 

                  教 育 長 室 長        佐 藤 博 史 

                  生涯学習スポーツ振興課長        河 本 良 江 

                  図書文化財課長         江 村 信 行 

                  学  務  課 長        佐々木 貴 浩 

                  教育人事企画課長        瀧 島 啓 司 

                  学校施設担当課長        増 田 裕 士 

                  教育指導担当課長        篠 﨑 玲 子     

「書 記」             教 育 総 務 係 長        佐 京 良 江 

                  教 育 総 務 係        大 石 哲 奈 

 

「議題等」 

日程第１ 審議事項 

 １ 港区立郷土歴史館特別展示室の観覧料について 

 ２ 港区立御田小学校等施設整備計画（素案）について 

日程第２ 報告事項 

 １ 令和２年度決算特別委員会の総括質問について 

 ２ 令和３年度採用港区奨学生の選考結果について 

 ３ 港区立麻布運動場テニスコートフェンス改修工事の実施について 

 ４ 港区立郷土歴史館展示室等の休室について 

 ５ 令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 ６ 令和３年度港区子どもサミットの開催について 

 ７ 後援名義等の９月使用承認について 
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 ８ 生涯学習スポーツ振興課の９月事業実績について 

 ９ 生涯学習スポーツ振興課の各事業別利用状況について 

 10 生涯学習スポーツ振興課の１１月事業予定について 

 11 図書館の９月分利用実績について 

 12 図書館・郷土歴史館の９月行事実績について 

 13 図書館・郷土歴史館の１１月行事予定について 

 14 みなと科学館の９月利用状況について 

 15 １１月教育人事企画課事業予定について 

 16 新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関するガイドライン改定版の一部改訂（令

和３年１０月２５日版）について 

 17 東京都における基本的対策徹底期間に係る施設及び事業の対応について 
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「開会」 

○教育長 それでは、時間になりましたので、ただいまから令和３年第２４回港区教育委員会臨時

会を開会をいたします。 

（午前１０時００分） 

 

「会議録署名委員」 

○教育長 日程に入ります。本日の署名委員は、山内委員にお願いをいたします。 

○山内委員 承知しました。 

○教育長 よろしくお願いします。 

 

日程第１ 審議事項 

 １ 港区立郷土歴史館特別展示室の観覧料について 

○教育長 それでは、日程の第１審議事項に入ります。議案第７６号「港区立郷土歴史館特別展示

室の観覧料について」説明をお願いいたします。 

○図書文化財課長 ただいま議題となりました議案第７６号「港区立郷土歴史館特別展示室の観覧

料について」ご説明いたします。本日付議案資料ナンバー１を御覧いただけますでしょうか。 

 １ページ「審議内容」です。港区立郷土歴史館特別展示室で開催する企画展「未来に伝えよう！

みなと遺産」の観覧料について、以下のとおり決定いたします。 

 項番の１、（１）企画展名称は「未来に伝えよう！みなと遺産」です。 

 （２）「開催期間」は、令和４年１月１５日から３月２１日までです。 

 （３）「内容」です。令和３年度に新たに指定された港区指定文化財と近年実施された発掘調査で

出土した遺物を展示します。 

 項番の２「観覧料」です。企画展のみ観覧する場合、大人２００円、小中高校生１００円。常設

展と同時に購入する場合、大人４００円、小中高校生１００円です。 

 ２ページでございます。「観覧料一覧」の表を参考につけてございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問、ご意見等はございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは採決に入ります。議案第７６号について、原案どおり可決することにご異議はございま

せんでしょうか。 

（異議なし） 

○教育長 ご異議がないようですので、議案第７６号については、原案どおり可決することに決定

をいたしました。 
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 ２ 港区立御田小学校等施設整備計画（素案）について 

○教育長 次に、議案第７７号「港区立御田小学校等施設整備計画（素案）について」説明をお願

いいたします。 

○学校施設担当課長 ただいま議案となりました議案第７７号「港区立御田小学校等施設整備計画

（素案）について」ご説明いたします。 

 本日の審議事項は、御田小学校の改築について基本構想・基本計画を取りまとめた御田小学校等

施設整備計画（素案）を定めるものです。ナンバー２として、Ａ４判縦の鑑、次に説明文資料がつ

いてございます。次にナンバー資料の２－２、Ａ３判資料の素案の概要版、最後に資料２－３、素

案の本編、冊子の方になります。説明は資料２、説明の資料と、資料２－２、概要版を使用いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは資料２を御覧ください。１ページになります。項番１はこれまでの経緯です。記載のと

おりで説明は省略させていただきます。 

 項番２、計画の概要です。（２）が計画校舎の概要となります。計画校舎は建物の高さを１５メー

トル以下とし、建物周辺に４メートル以上の避難路の設置など、路地状敷地としての制限があるこ

とから、プール、体育館を地下とし、校舎の規模を（１）既存校舎より３，５００平方メートル増

加させ、普通教室数を２４教室確保いたします。また、現在本校舎の一部にある「放課ＧＯ→みた」、

計画校舎では「放課ＧＯ→クラブみた」として、計画しております。 

 （３）「計画校舎の主な特徴」は５点となります。内容は素案の概要版を併せてご説明いたします。

資料ナンバー２－２概要版、１ページを御覧ください。 

 概要版では項目の右に本編のページ数を表示してございます。第２章「与条件の整理」として２

－２「敷地の条件及び法規制」です。右下の建築課との協議内容として、路地状敷地における制限

の内容を記載してございます。①から⑤の制限、こちらを満足する計画としてございます。制限内

容は記載のとおりとなります。 

 ２ページを御覧ください。第３章「御田小学校の概要」です。 

 ３－１（１）として、御田小学校の児童数・学級数の推計となります。下の表を御覧ください。

令和３年５月時点の推計値に基づき、令和１２年度までの各年度の児童数・クラス数を示してござ

います。赤字の部分、令和１０年度に最大数である児童数６６２人、クラス数２２教室と推計して

ございます。本計画では、各学年のクラス進行に対応可能な計２４クラス普通教室を計画してござ

います。 

 次に、第４章「整備計画」の基本構想に当たる記載です。 

 ４－３「施設のコンセプトについて」です。施設のコンセプトは、計画校舎の特徴を踏まえ、五

つの柱を掲げてございます。内容は記載のとおりとなります。 

 次に４－４「配置計画の比較について」です。３ページを御覧ください。建物の配置の検討では、

Ａ案・Ｂ案は建物を北側に、Ｃ案・Ｄ案は建物を南側に、Ｅ案は敷地全体に建物を配置してござい

ます。また、階数を３階建て、４階建てとし、検討の結果Ｃ案を採用してございます。五つの案の
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うちＣ案は校庭面積が、現在よりも３５０平方メートル程広くなり、二つの校門の動線もつながり

やすいというものになります。また、改修工事の作業性、工事車両も進入しやすく、資材置き場も

確保できるというものです。その他は比較表のとおりとなります。 

 次に「計画校舎の主な特徴」です。一つ目の特徴です。アとして、児童が本と触れ合う機会を多

く創出できる環境を整備するというものです。先程の基本構想における施設のコンセプトでラーニ

ングセンターを校舎の中心に配置し、児童が本と触れ合う機会を多く創出できる環境づくりを掲げ、

基本計画では６ページになります（４）「校舎に配置する機能」４）「図書室」として図書スペース、

学習スペース、閲覧コーナー、こちらを設けます。その他、各階に閲覧コーナーを設けるというも

のです。 

 休み時間や放課後に児童が利用しやすいよう１階に配置し、間仕切りを設けない計画でございま

す。なお、「放課ＧＯ→クラブみた」は９）こちらに記載のとおり、定員５０名程度を確保する計画

としてございます。 

 次に二つ目の特徴です。（イ）として、高台に位置する景観の良さや地域の伝統を受け継ぐ計画と

します。基本構想における施設のコンセプトでは御田小の歴史や伝統、地域の思いを受け継ぐ学校

づくりを掲げ、基本計画では、概要版になりますが７ページ、こちらの５－２「配置計画」４）「歴

史の保存・継承」となります。既存の樹木をできる限り保存・移植を行い、既存の緑豊かな自然環

境を継承できる計画とすること。東の岬門は、レンガ造りなど、大正時代の意匠や歴史を引き継ぐ

計画とします。 

 次に三つ目の特徴です。（ウ）として、ＧＩＧＡスクール構想の推進に向けた教育環境を整備する

というものです。基本構想における施設のコンセプトでＧＩＧＡスクール構想の推進に向け、これ

からの時代にふさわしい教育環境を目指すことを掲げ、基本計画では９ページ、こちらの右になり

ます。５－１０「これからの学校施設の環境整備」として、ＧＩＧＡスクール構想の推進について、

３点記載してございます。内容は記載のとおりとなります。 

 次に四つ目の特徴です。８ページになります。（２）として、区民避難所としての地域の防災拠点

となる学校づくりを行うというものです。 

 ５－８として「防災計画」では、災害時の避難の受入れ場所として体育館や会議室などを想定し、

避難者収容可能面積は約１，２３３平方メートル、受入れ人数は約７４３人の収容となります。 

 次のページ、９ページになります。（３）として、「マンホールトイレ」を１０基設置します。ま

た、８）「自家発電設備」として、体育館は災害時に自家発電設備で換気設備が稼働する計画として

ございます。 

 最後に五つ目の特徴です。９ページの右になります。５－９として「環境配慮計画」７）の「Ｚ

ＥＢへの取り組み」についてということで、 “ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ”、省エネルギー率５０％以上

の建物を目指していくというものでございます。 

 次に、第６章「整備スケジュール等」になります。 

 （１）として整備にかかる経費、こちらの方が約７０億円を見込んでございます。 
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 次に（２）「整備スケジュール」になります。本敷地においては、埋蔵文化財の試掘が本年８月に

実施され、文化財の出土状況から本格調査の実施が必要とされる見込みですが、調査に要する期間、

が現時点ではまだ確定されていないというところです。 

 下表の整備スケジュールについては埋蔵文化財の本調査を加味していない最短のスケジュールを

示してございます。本調査の実施時期によってはスケジュールの延伸が想定されます。本調査の実

施時期とそれに伴う解体・建設工事、こちらのスケジュールの調整は、来年、令和４年度に実施す

る基本設計において検討し、整備スケジュールを確定するというものでございます。 

 次に１０ページ「配置図・各階平面計画図」になります。普通教室は校舎南側、１階から３階の

各階に配置し、各教室に可動間仕切りを設置するなど、将来的な様々な使い方を想定し、フレキシ

ブルな空間を目指します。 

 １階中央部に「図書（ラーニングセンター）」を配置し、児童が立ち寄りやすく、本と多く触れ合

う環境としてございます。また、現在の計画では、体育館及び校庭が地域開放する予定となります。

ほかの諸室の配置、こちらについては各階の平面図の記載のとおりとなります。 

 次に「立面図・断面図」です。１１ページを御覧ください。地下階は剛性、耐性を十分に確保で

きる鉄骨鉄筋コンクリート造、地上部は鉄骨造として、軽量化を図るというものでございます。 

 それでは恐れ入ります。Ａ４判縦資料ナンバー２、こちらにお戻りください。２ページになりま

す。 

 項番３「今後のスケジュール」になります。本案件が審議了承された後、１１月中旬に議会に報

告後、パブリックコメントを実施し、令和４年１月に整備計画を策定する予定です。以下、記載の

とおりとなります。 

 雑駁ではございますが、説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 田谷委員どうぞ。 

○田谷委員 今ご説明の中で、埋蔵文化財ということなのですけど、大体どういったようなものが

出土されるのか、される可能性があるのか。その辺いかがでしょうか。 

○学校施設担当課長 試掘の結果、井戸やお墓の杭などの遺構が検出されております。出土の遺物、

これについては近世から近代を中心とする磁器・陶器・土器、瓦、人骨、一部古墳時代から古代の

土師器の甕ですね。こちらの破片が４点出土しているというものでございます。 

 以上です。 

○田谷委員 分かりました。非常に貴重なものだと思うので、工事のスケジュールの関係もあるの

ですが、難しいところご調整をよろしくお願いいたします。 

 それと、次に１０ページの平面図の１階の「図書（ラーニングセンター）」というところで、これ

は前回の会議で……図書設備を入れるのはいいことだと思うのですけれども、どういうふうに本を

置いたりとか、子どもたちがどういうふうに閲覧するかというのがちょっとイメージとして湧かな

いものですから、このラーニングセンターについて……。 

○学校施設担当課長 現在の図書室は８５平方メートルとなります。今回の計画は２７８平方メー
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トルということで、大きく拡大する計画としてございます。使われ方については、図書室の中で調

べて、まとめて、発表できる。ＩＣＴも活用しながら、そういうものを進めていきたいと考えてご

ざいます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○田谷委員 どうもこのラーニングセンター、今の部分というのは廊下みたいな感じなのですが、

書籍、本箱はどういうふうに配置するのですか。 

○学校施設担当課長 本棚の配置はこれからの検討という形になります。今後、基本設計を含めて

具体的な位置、そういうものも検討していくということでございます。 

 以上です。 

○田谷委員 分かりました。低学年から高学年まで閲覧しやすいような環境をぜひともよろしくお

願いいたします。私の方からは以上でございます。 

○教育長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

 山内委員どうぞ。 

○山内委員 今のラーニングセンターもそうですけれども、どういうふうにこの中に、さっきお話

のあったＧＩＧＡスクールの構想への対応をするかということも、かなり早めに考えておかないと、

全部それが、例えば無線のＬＡＮをどう設置するかとか、あるいは有線の回線用にどう管を取って

おくとか、色々なところが関係してくると思うのですけども、では、その点もこれからという感じ

でしょうか。 

○学校施設担当課長 はい。山内先生がお話しされていたとおり、例えば５Ｇ、いわゆる高速大容

量ネットワーク整備も含めて、基本設計の中で検討していくという形になります。 

○山内委員 分かりました。あともう少し伺いますけれども、一つはやはりこれから生徒が増えて

くる中で、いくら建物を十分取っても、それ程余裕がある訳ではないというか、狭隘な狭い中でや

りくりする学校になるとは思います。そういう中で遊べる空間というのか、動き回れる空間として

はアリーナと校庭があって、あと屋上の運動スペースということだと思いますけれども、こういう

のも、例えば屋上の運動スペースとかをどう取るかというのも、設計者側、建築会社側としっかり

調整するともっとスペース取ることもできるだろうとは思います。例えば空調機の置き場というの

をどういうふうに整理するかとか、あるいは太陽光のパネルをどうするかとか、そういうのも積極

的に交渉して、できるだけゆとりのある空間を取るということは最大限努力された方がいいと思い

ますけれども、その点はいかがでしょう。 

○学校施設担当課長 基本計画の中では屋上部分に約４７０平方メートル程計画してございます。

お話しされている太陽光パネルとか、ほかの設備機器をできる限り縮小しできる限り屋上の運動ス

ペースを広げるように設計の中で検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山内委員 もう一つ屋上スペース考えるときに、この絵で言うと図面の下側になる方が屋上の運

動スペースで、つまり下ということは住居側ですよね。校庭側の方が逆に室外機置場になっている

のですけども、例えばこういうのも住居側の方だと生徒が住居を見下ろすような感じにもなるし、
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声も全部下に全部抜ける。それだったら逆に、校庭を見下ろせる側の方に子どもの遊べる空間を移

した方がいいのではないかとか、もっとそういうところも工夫した方がいい、工夫できるのではな

いかなと思いますけど、いかがですか。 

○学校施設担当課長 南側の屋上に運動スペースを配置した意図というのが、ちょうど南側は高台

になっていまして、周りの環境としては日当たりがいいという部分もございます。その点含めて北

側ではなく、南側に配置している計画です。 

○山内委員 では、高低差がある土地なのですね。 

○学校施設担当課長 おっしゃるとおりです。 

○山内委員 分かりました。それであればもちろんそれを生かした方がよっぽどいいので、ありが

とうございます。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。 

 中村委員どうぞ。 

○中村委員 普通教室に関するところで、６ページかな。６ページの普通教室のところの２番目の

ところで「木の温もりある空間とする」と書いてあるのですが、具体的には例えばどういう設計上

の工夫をして、こういう空間をつくろうとしているのか。何かもし分かりやすい例でもあれば、教

えてほしいのですが。 

○学校施設担当課長 ちょっとイメージ的な部分になってしまいますけれども、内装をできる限り

木質化、木を使っていこうという部分を考えてございます。 

○中村委員 ただ数はあれですかね。調度品等をできるだけ木製のものを多くするという、そうい

う程度しか今のところは分からないという感じですか。 

○学校施設担当課長 家具含めて、できる限り木の温もりというか、木材を使っていこうというと

ころでは考えてございます。 

○中村委員 分かりました。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○山内委員 では、私ももう一つだけ。これから限られた工期の中で進めていかなければいけない

訳ですけども、一つは今建築費も相当、昔、１０年ぐらい前から比べると高騰しているという状況

も聞き及んでいますが、この校舎・外構工事費の７０億円というのは、内訳というのはどういうふ

うな内訳で積算していらっしゃるのでしょうか。 

○学校施設担当課長 こちらの７０億円の内訳ですけれども、全体の事業費ですね。工事費の平方

メートル単価は大体３９万５，０００円程度を考えているというところでございます。 

 その他解体・外構を含めると、全体としては大体７０億円程度になっているというところでござ

います。 

○山内委員 分かりました。ありがとうございます。 

○教育長 ほかはよろしいでしょうか。 

 田谷委員どうぞ。 
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○田谷委員 前回の会議のときにも申し上げましたが、この地下１階、地下２階部分の空調は十分

されていることと思いますけど、換気の件はくれぐれもよろしくお願いいたします。 

 それともう一つ、今、山内委員からもご質問がありました屋上運動スペース、多分ネットか何か

は張るのではないかと思うのです。球技をした場合にボールが出ないようにということで。 

 白金の丘でも十分なサイズを予定して、校庭部分の道路側にテントを張っていただいているので

すけども、もうそれでも高学年がボールを蹴ったり投げたり、あるいは打ったりして、網を越えて

しまったという案件があったと聞いております。その辺のネットの高さ、なかなか構造物の最上階

というと、なかなか長いゴルフの打ちっ放しのような、……あるものを設備するのは難しいと思う

のですけど、その辺の近隣の住宅や区民に対しての安全性の件どうなっているのでしょうか。 

○学校施設担当課長 屋上部分のネットフェンスについてですけれども、これから基本設計の中で

進めていこうという形になってございます。 

 いわゆる建築基準法と言われている法規の枠の中で計画するという形になりますので、学校と協

議しながら、屋上の運動スペースの利用形態含めて、安全対策はしっかりしていくということで考

えてございます。よろしくお願いいたします。 

○田谷委員 これからということでちょっと安心しました。ここのところを十分加味していただい

て、いっそのこと全部鳥かごみたいに覆ってしまうとかね。あんまりこれは賛成できないのですけ

れども、必要性もあるかもしれないのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは採決に入ります。議案第７７号について、原案どおり可決することにご異議はございま

せんでしょうか。 

（異議なし） 

○教育長 ご異議がないようですので、議案第７７号については、原案どおり可決することに決定

をいたしました。 

 

日程第２ 報告事項 

 １ 令和２年度決算特別委員会の総括質問について 

○教育長 それでは日程第２「報告事項」に入ります。「令和２年度決算特別委員会の総括質問につ

いて」説明をお願いいたします。 

○教育長室長 それでは、「令和２年度決算特別委員会の総括質問について」ご紹介いたします。１

０月５日に総括質問ございました。５名１１問の質問がありました。教育長が答弁しております。

資料１、３ページを御覧ください。 

 質問項目としまして、「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を踏まえた今後の障

害者スポーツの充実策について」の質問がございました。質問の趣旨は、パラスポーツの機運が高

まっている今こそ障害者スポーツの幅広い取組を実施してほしいと。今後の障害者スポーツの充実

策について、教育長のお考えをという質問です。 
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 答弁の内容としましては、教育委員会は、これまでも障害者と健常者が一緒に競技をする車いす

ラグビーなどの体験会、または車いすマラソンのパラリンピアンによる競技の魅力等を発信する動

画配信を開始、障害者スポーツの理解促進に努めておりますと。１１月には視覚障害者を講師とし

た障害者スポーツ普及研修、１２月には音の出る卓球ボールを打ち合うサウンドテーブルテニスの

体験会など、障害のある人もない人も、ともにスポーツに親しむような事業の充実に積極的に取り

組んでまいりますと答弁しております。 

 もう一つご紹介いたします。５ページになります。こちら、質問者「通学路の安全について」と

いうことで、質問の要旨は、千葉県八街市の事故が起きた道路は見通しのいい道でしたが、ガード

レールがついておらず、実は５年前にも児童がはねられてけがをした事故が起きていたということ

でした。令和２年度に区はキッズゾーンを設置し、見守りも実施しています。改めて通学路での子

どもたちの安全を守る考えについて、教育長に伺いたいということです。 

 教育長の答弁です。教育委員会は、千葉県八街市での痛ましい交通事故の直後に、区内で緊急点

検の実施を小学校校長会と協議し、７月末までに全小学校で実施しています。 

 新たな視点も加え実施した緊急点検の結果、車の速度抑制対策などは関係部署で早急な対応を依

頼、対策の実施に向け協議をしているという答弁です。また、児童に対して安全の指導も改めて実

施をしております。 

 今後も教育委員会は学校や保護者、警察、道路管理の関係者などと連携し、通学路上の危険箇所

の把握と迅速な対応を行い、通学時の児童の安全確保に努めてまいりますという答弁をしておりま

す。 

 ほかにもございますけれども、御覧いただきたいと思います。報告は以上です。 

○教育長 ただいまのご説明に対して、ご質問の方はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ２ 令和３年度採用港区奨学生の選考結果について 

○教育長 それでは、次に「令和３年度採用港区奨学生の選考結果について」説明をお願いいたし

ます。 

○教育長室長 それでは「令和３年度採用港区奨学生の選考結果について」ご報告いたします。資

料ナンバー２を御覧ください。 

 ７月２６日から９月１５日まで募集した港区給付奨学生及び貸付奨学生の選考結果のご報告です。

２番にありますとおり、「周知方法」としまして、「広報みなと」７月２１日号、港区ホームページ

掲載のほか、区の施設や掲示板へのポスター掲示、教育委員会事務局、各地区総合支所及び区立図

書館窓口などでの募集案内配布、ツイッター投稿にて行っております。 

 ３番の「応募状況」ですけれども、給付型奨学生が２名、貸付型奨学生は０名ということでした。 

 ４番にありますとおり、港区奨学資金選考等委員会におきまして審議の結果、給付型奨学生２名

の採用を決定しております。 

 ５番にありますとおり、今年度も三度にわたり募集を行っております。 
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 ２ページを御覧ください。６番にありますとおり、給付額等の区分です。また、収入基準や給付

額などに今年度変更はございません。 

 ７番の「実績表」でございます。今年度の実績人数を一覧にしております。今回はＡ区分が１名、

Ｃ区分が１名追加となりまして、令和３年度は給付奨学生が合計３６名、貸付奨学生は合計１２名

という結果となっております。 

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ３ 港区立麻布運動場テニスコートフェンス改修工事の実施について 

○教育長 それでは、次に「港区立麻布運動場テニスコートフェンス改修工事の実施について」説

明をお願いいたします。 

○生涯学習スポーツ振興課長 それでは、本日付報告資料ナンバー３に沿って、ご説明いたします。

令和４年１月４日から令和４年３月３１日まで、麻布運動場テニスコート道路側フェンスの改修工

事を行うことをご報告させていただきます。 

 項番の１「改修工事期間及び理由」でございます。改修工事期間は予定でございますけども、来

年の１月４日から３月３１日まで。改修の理由といたしましては、テニスコートのフェンスを高く

することと併せまして、防音効果のあるフェンスの設置工事を行うためでございます。 

 項番の２「改修工事箇所」です。楕円で囲んだところですけども、既存の道路側のフェンスを撤

去いたしまして、新たに高さ７メートルのフェンスを設置いたします。この工事のため、道路側の

Ｃ、Ｄコートは休止をし、また、Ａ、Ｂコートは工事資材の搬入のため、１月及び３月に１０日間

程度の臨時休止を予定しております。なお、工事日程が決まりましたら、休止について改めてご報

告させていただきます。 

 項番の３「利用者への周知方法」でございます。１月利用分の抽選申込みは既に１０月５日から

始まっておりまして、港区施設予約システムのお知らせ欄及び施設の掲示板等により、抽選申込み

ができないことを周知しております。資材搬出入期間が決定次第、Ａ、Ｂコートの空き予約申込み

を行います。 

 簡単ではありますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。 

 中村委員どうぞ。 

○中村委員 すみません。このことに関する質問ではないのですが、ちょっと私、個人的に野球を

やっているもので、ここのグラウンドよく使うのですけど、先日も使った時に野球のこのグラウン

ドのフェンスが結構低くて、結構ボールが外に出たのですね。車に当たってはいないのですけど、

当たりそうになったりとかしたものですから、野球場のグラウンドのフェンスもちょっと低過ぎる

のではないかという気がして、何かクレームとか出ていませんか。出そうな感じがするのですよ。

非常に不安だったので、「ああ、それ言わなければ」と思っていて、今これを見て思い出してしまっ
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たのですけど。野球場のフェンスの件で何かクレームとか出ていませんか。 

○生涯学習スポーツ振興課長 委員がおっしゃるように野球場のボールの件につきましては、苦情

は来てございません。ただ、フェンスを越えた場合、速やかに利用者の方が施設の方にまずご報告

をしていただいて、一緒にボールを探すというように対応を取っております。なので、幸い野球場

のボールについての苦情というのは、来ておりません。 

○中村委員 ただ、フェンスの一番上の方に結構軟式のボールが落ちてこなくて止まっているので、

結構ボールは行っていると思うのですよね。 

 ですので、室内ならその高さでいいとは思うのですけど意外と出るので、ちょっと気になったの

で質問しました。以上です。テニスコートに関しては特に何もありません。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ４ 港区立郷土歴史館展示室等の休室について 

○教育長 それでは、次に「港区立郷土歴史館展示室等の休室について」説明をお願いいたします。 

○図書文化財課長 「港区立郷土歴史館展示室等の休室について」ご説明いたします。本日付報告

資料ナンバー４を御覧いただけますでしょうか。 

 「報告内容」です。港区立郷土歴史館展示室等の展示資料の状況確認等を実施するため、休室し

ます。 

 項番の１「休室期間」です。令和３年１２月２０日から２８日までの９日間です。 

 項番の２「休室場所」です。常設展示室、特別展示室、ガイダンスルームです。それ以外の場所、

ギャラリー、休憩室、旧講堂などは通常どおりご利用いただけます。 

 項番の３「理由」です。デジタル機器等の点検、展示品の劣化防止のための変更・調整、調湿材

の回収及び展示資料の状況確認等を実施するためでございます。 

 項番の４「告示日」です。令和３年１０月２７日を予定しております。 

 項番の５「利用者への周知方法」です。（１）の「広報みなと」から（６）ツイッター等ＳＮＳま

で、記載のとおり行う予定です。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ５ 令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

○教育長 それでは、次に「令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について」説明をお願いい

たします。 

○教育指導担当課長 それでは、ナンバー５の報告資料を御覧ください。「令和３年度全国学力・学

習状況調査の結果について」でございます。 

 この調査の概要は項番１に書いてございます。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のた

め行われておりません。なので、２年ぶりの調査となりました。 
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 実施されたのが令和３年５月２７日木曜日、小学校６年生と中学校３年生に対象に行わせていた

だきました。調査内容は、小学校６年生が国語・算数と児童質問紙、それから中学校３年生が国語・

数学と生徒質問紙があります。質問紙というのは、調査の学年に対して、学習意欲だとか学習方法、

学習環境、生活の変化とか、そういったことについて質問をしてございます。 

 では「教科に関する調査結果」についてご報告します。これは比較のため、令和元年度と令和３

年度、両方とも載せさせていただいてございますが、まず小学校は２教科とも全国、東京都の平均

を上回ってございました。中学校なのですけれども、２教科とも全国の平均値は上回っていました

が、東京都の平均値は下回っておりました。 

 ここで、画面共有させていただきます。どんな問題が低かったかという話をさせていただきます

と、中学校の国語では、ＰＩＳＡ調査でも実は問題になっていたのですが、このようにメール文を

見て読み取っていくという問題です。その当時の教科調査官も言っていたのですけれど、日本の子

どもは縦書きであったりとか、読解問題における問題文を読み取る力は大変あるのだけれども、こ

ういったメール文を書く力ですとか、メール文を読み取る力が少し低いというのがＰＩＳＡ調査で

もあったので、きっとこの問題が選ばれて入ったのかなと思います。これに加え自分でへりくだっ

て問題を書くというところがあるのですけども、謙譲語を使わなければいけないのですが謙譲語が

書けていなかったり、それからメール文の中に書いてある漢字が読めていなかったりというところ

が低いという結果が出ておりました。 

 ここで言うと「延ばす、詳細、随時」とこの３問漢字読み取るのですけども、知識・技能ではな

く読み取り知識が低かったということと、先程私が少し話をしましたが、謙譲語を使って書き直す

という問題で、「行く」を謙譲語で書く問題で非常に正解率が低かったというところでご報告をさせ

ていただきます。 

 次に算数・数学です。どこが低かったかというと、第１問、分配法則の問題です。この真ん中の

ところに（５ｘ＋５ｙ）でマイナスがついていると、後ろの括弧の式にマイナスがかかって、ほど

くと「－３ｘ」と「＋２ｙ」というふうになるのですけども、ここの「＋２ｙ」がプラスになって

いない。計算したときに間違ってしまうというのが非常に多かったというところと、もう一問。関

数の問題です。この関数のところでちょっとなかなか難しく、できていないと。 

 関数は小学校６年生あたりから出てくるのですが、考え方は４年から出てくるのですけども、ｙ

＝ａｘにして、どう増えていっているかというところがちょっと難しかったというところと、ヒス

トグラムで問題を読むときの相対度数の意味を答えなければいけないのですが、度数が違うので母

数をそろえて解答しなくてはいけないのですけれども、そこについて何でそろえなければいけない

かという理由を、なかなか解答ができていなかったというところが低かった要因です。 

各学校にはこういった結果を伝え、それを基に授業改善推進プランというのを毎年立てていただい

ているのですが、特にここの部分ですね。今のヒストグラム、それから関数のところ、それから四

則計算・分配法則のところなどについては、より強めに指導をしっかりと入れていってくださいと

いうようなことをこちらから話をしたいと思ってございます。 
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 では、本編に戻りまして２ページ、質問紙のところを見ていただければと思います。まずは自分

自身のことについてということで聞いております。「自分にはよいところがあるか」とか「自分の思

っていることや感じていることをきちんと言葉で表すことができているか」というところです。こ

こについては、港区小学校も中学生も自己肯定感が育まれているような結果になってございます。 

 それから３ページの、これは新しい質問です。「学校におけるＩＣＴ活用について」というところ

で、子どもたちにおいて「コンピュータなどのＩＣＴ機器をどの程度使用していましたか」と聞か

れているのと、あと「あなたは学校で、コンピュータなどＩＣＴ機器を、他の意見を交換したり、

調べたりするために、どの程度使用していますか」というところで、中学校なんかは特に「ほぼ毎

日使用しています」という率が３４．４ととても高いのですけども、これは他区に先駆けてｉＰａ

ｄ等も入れさせていただいて、それを推進していくというところで、先生方の努力も出ているのか

なと思っているところです。 

 それから４ページに行きまして、英語の学習についてです。調査には国語と数学・算数しかない

のですけれども、質問紙には英語についても調査はございます。「英語の勉強は好きですか」という

ところで、港区のお子さんたちは「好きだ」と答えているパーセンテージが多いです。それから「英

語の授業では、自分の考えや気持ちを伝えることができていますか」というコミュニケーションの

部分の質問ですね。そこも他区、全国等に比べて多かったという結果が出てございます。 

 それから、ここは学校教育推進計画にも載せさせていただいているのですけども、５ページの「学

校の授業以外で英語を使う機会があるか」とかという質問なのですけれども、せっかくこれだけの

授業をやっているので、学校外のところで、外国の方と習い事や町で会ったりとか、お友達ができ

てそういう人とどうコミュニケーションを取れるかというところで、もっと積極的になってほしい

と思っています。私たちはここを課題だと思っているのですが、ほかの区よりはというところで概

ね英語を使う機会があったというような結果にはなってございます。 

 ６ページに行きまして、「新型コロナウイルス感染拡大で多くの学校が休校していた期間中につい

て」の質問というのが新しく出ております。「勉強について不安」に思っているかというのは、港区

では不安に思っていないという子たちが多いです。ただ、地味に「思い出せない」という子たちも

いるので、もう過ぎ去ったことのように捉えてしまっているのか、それとも何か嫌なことがあって

思い出せないとなってしまっているのかというところについては、引き続き丁寧に見ていかなけれ

ばいけないかなと思います。 

 それから「計画的に学習を続けることができましたか」というのは、全国、都に比べたら多いの

ですけども、やはり中学校なんかだと「当てはまる」が１４％しかないので、やはりこのコロナ禍

において色々な意味で不安になって、計画的に学習を続けることが難しかったのかなと。端末も今

は配備しっかりされていますけれども、最初の頃はなかなかちょっとつながるのも、というところ

があって、こういう結果になっていたのかなと思います。 

 最後です。７ページ「規則正しい生活を送っていましたか」というところで、概ね他区、全国と

東京都に比べては規則正しい生活を送っているということでしたが、まだ「どちらかと言えば、当
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てはまる」を入れると多い方ですが、なかなかそこにもう少しどんな世の中においても規則正しい

生活を送れるような手立てを、こちらとしては打っていかなければいけないのかなというところで

ございます。 

 長くなりましたが以上です。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。 

 寺原委員どうぞ。 

○寺原委員 ２点確認させていただければと思うのですけど、１点目の最初の教科に関する調査結

果で、中学校が東京都の方は下回ったという。これはたまたま今年下回ったのであって、毎年はそ

うでもないよということなのか、時々こういう傾向があるのかというところが１点と、あと２点目

は、その次の質問紙の一つ目の「自分にはよいところがあると思いますか」という質問項目で、も

ちろん全国と東京都よりはいい結果ではあるのですけど、「どちらかと言えば、当てはまらない」「当

てはまらない」という方が１８％とか２０％近くいるというのがちょっと気になったので、これは

学校では、例えば道徳の時間などに、自己肯定を育むような働きかけをしていくということになる

のかを教えていただければと思います。 

○教育指導担当課長 まず１点目の教科のご質問ですけども、私が港区に来て１１年いるのですけ

ども、初めて下回っています。 

 ですから、こちらとしても毎年毎年子どもたちによって違うとかではなく、どの子に対してもし

っかりと力をつけていかなくてはいけないので、ここについては問題もしっかり分析して、毎年同

じ問題が出る訳ではないのですけれども、今後、色々な問題が出ても対応できる力をつけていける

ように学校とも協議してやっていきたいと思っています。なので、私が知っている限り今年が初め

てという形です。 

 ２点目の自己肯定感のところですが、ここは日本人が全体として低いと言われているので、道徳

の授業ですとか、何か自分の成長を振り返るような単元のときに、「あなたが本当にいてよかったの

だよ。あなたはこういう意味を持って、こんな夢もあって、こんなところもあってというような授

業をやっぱりしていかなくてはいけないね」というところを、意識して指導するよう学校に助言し

ていきます。また道徳部とも共同して冊子の「ふるさと」の教科をつくったときにも自分の良さに

気づけるような内容の授業もしていきましょうなんていう話をしていますので、ここは引き続き、

高い結果が出たからといってもうこれでいいとかではなく、その子その子に合わせて高めていかな

ければいけないかなと思っているところです。 

 以上です。 

○寺原委員 ありがとうございます。日本人は真面目過ぎるというか、協調性の方を気にし過ぎて、

周りに迷惑かけないようにという視点が、例えば道徳の科目の中にもちょっと多いように感じたり

もしているので、今おっしゃっていただいたように自己肯定というところにより力を入れていただ

けたらと思います。 

○教育指導担当課長 承知いたしました。ありがとうございます。 
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○教育長 ほかはいかがでしょうか。 

 山内委員どうぞ。 

○山内委員 データの概要説明をありがとうございます。特に今年はやっぱりコロナ後の状況を見

ているという意味でも、非常に貴重な資料、調査だと思うのですね。先程の篠崎さんの説明でも、

ここに説明くださった以外にもかなり細かく分析されている様子はありましたけれども、実際には

どの程度までこの後ろでどういう分析をされているかということを、少し教えていただければと思

うのですが。 

○教育指導担当課長 まずは学習の方の問題ですけれども、やっぱり１問１問がどのぐらいの難易

度かということと、児童・生徒の正解率についての分布図があるので、まず、どこでつまずいてい

るのかとか、全体的にどこが分かっていないのかということは、全体の把握としてできます。かつ

学校ごとの分布図が出てくるので、各学校ごとの分析等は各学校に、任せているところです。 

 全体として問題の傾向、その問題ができればいいという訳ではなくて、その考え方が養われてい

ないのではないかとか、知識的にそこが弱かったらもう一回そこは繰り返せばいいというところも

あるので、先程の四則計算・分配法則のところなどの指導として、教室に分配法則のしくみについ

ての掲示を小学校４年生の段階から貼っていくなど手立てを学力調査担当の方でも考えています。 

 質問紙の方の分析については、先程寺原先生からご質問いただいたように、自己肯定感の部分を

もうちょっと足さなければいけないのかなとか、コンピュータの方も、では他者との意見交換さえ

できていればいいのかなと。どのぐらい意見を交換できているのかな、交換したものがどこまで子

どもたちの考えを変えるところまで至っているのかなというところまでまだ分析できていないので、

今後そういったところを各学校に調査をしていきながら、ここまではできているけど、ここまでは

次、来年度以降やってくださいということを言えるように、今準備を始めつつあるところです。 

 すみません、答えになっていないかもしれません。申し訳ありません。 

○山内委員 ありがとうございます。今、分布を見てみるとおっしゃっていたので、それはとても

大事なことで、平均で安心するのではなくて、やっぱりその中のばらつきの中で、どういう人たち

が高くて、実はどういうところが低いかというところを見ていかないといけないと思うのですけど

も。そういう意味では、特に例えば自己肯定感のような項目についても、基礎集計で分布を見てい

るだけではやっぱり手を打つことは、次の策、展開を考えることはできない訳ですよね。 

 ですから、やっぱりその自己肯定感の回答のばらつき、それは学校間でのばらつきもあるでしょ

うし、個人間でのばらつきもある訳ですよね。そうすると、そのばらつきが何によって決まってき

ているかという、つまり目的変数を自己肯定感に置いて、ほかの変数を説明変数に置くような、い

わゆる因果関係を探っていくような分析をしていかないといけない訳ですよ。 

 毎回同じようなことを言っているような気がするのですけども、実はそういうことをやると、ど

ういうタイプの子が自己肯定感が低いのか、どういうタイプの子が自己肯定感高いのかということ

が見えて、ではどういうふうに手を打っていけば、その低い子に対して上げていくかということが

考えられる訳です。そういうことをもっと積極的にこういう調査を生かしてなさったらいいのでは
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ないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○教育指導担当課長 なかなか学校も色々なことをしているのですけど、取組と取組をリンクさせ

るということが弱いので、今ｈｙｐｅｒ－ＱＵを年に一回、所属意識をこの子はどう思っているの

かというのがあるので、それとこちらの結果で個別に照らし合わせていくとか、そういうことが大

事かなとは思っているところなので、無理のない範囲で、学校にも、せっかくｈｙｐｅｒ－ＱＵは

ｈｙｐｅｒ－ＱＵでやって、子どもたちの学びに生かすように保護者にも伝えていってやっている

ので、こういった調査とリンクできるところはリンクしながら、どういう結果が、先生がおっしゃ

ってくださったように要因はどこにあるのかということについては意識して、出していきたいかな

と思います。ありがとうございます。 

○山内委員 おそらく学校にお願いするだけだと、なかなかみんな具体的にどう見ればいいかとい

うのは分からないところですし、まず少なくとも今回の学力・学習状況調査の結果だけについてで

も、ほかとマージする必要ないので、この調査票だけでもしっかり事務局の方で分析をされれば、

かなりのもの言えるのではないかと思います。 

 もしアイデアがなかなかイメージが湧かなければ、いつでもそっとお手伝いします。こういう調

査票ならこういうことをすればこのくらいのことは見えますよというのは、少しお役に立てるかも

しれません。何かすごくもったいないのですよね。ぜひうまく生かしていただいた方がいいと思い

ます。 

○教育指導担当課長 承知いたしました。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。 

 田谷委員どうぞ。 

○田谷委員 二つ質問があるのですけど、まず一つ目は英語の学習についてのところなのですけれ

ども、「当てはまる」あるいは「どちらかと言えば、当てはまる」、この合計が全ての質問に関して、

小学生よりも中学生が低いと。港区の場合は小学校でネイティブティーチャーも入れて６年間、前

から随分やっておられて、小学生が今の場合で言うと半分以上、７０％近く「当てはまる」、あるい

は「どちらかと言えば、当てはまる」という回答をしているのですけど、中学生で落ちてしまう。

これが落っこちてくるというのは、原因はどういうことなのですかね。 

○教育指導担当課長 英語だけではなく、本区の場合、中学校に行くと意欲とか色々な意味で下が

ってしまうという課題がまずあります。 

 そこはやはり英語なんかで言うと、小学校からどんどんやってきて、すごく好きな子はもう大好

き、もう中学校行っても大好きでという感じの傾向と、自分もそうですけど不得意だなと思ってし

まう傾向の二極化が見られそこについては小学校時代から絶対嫌いにさせないことを意識します。

またコミュニケーションを図る一つとして、「国際的にも英語を知っているといいよ。」というよう

に、２年前に港区独自の教科書も改訂させてもらい、先生方にもお世話になったような教科書採択

でも小から中の円滑なというところで選んでいただいていますので、これでも今回大分、小と中の

差は縮まっているかなと思っているところではあります。 
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○田谷委員 今、篠崎課長が言われたことの中で、もう一つは中学生になると多少大人になってく

るので、何か恥ずかしいとかそういう意識があるのか。 

 でも、さっきの自己肯定の問題ではそんなことはちょっと見えなかったので、その辺が僕ちょっ

と。自分の経験も加味して、だんだん大人になってくるとこんなこと言ったらまずいのではないか

とか、何とかというところも出て、しゃべりにくくなるのかなと。でも、この自己肯定感のことを

見るとそうでもないので、その辺はどう考えますか。 

○教育指導担当課長 やはり恥ずかしさとかも出てくるのかなと思うのですが、港区どこの中学校

周っていたっても、自分から発音をしたりとか、パフォーマンス評価のときも積極的に話をしてい

る子たちが多いので、しっかりできていても思慮深いというか、謙遜してこうつけているのかなと

も、英語については思うところもあります。ただ、大人としては、そういったところも自信をつけ

られるような環境をつくっていかなくてはいけないかなと思っています。 

○田谷委員 分かりました。ありがとうございます。僕の子どもの頃でもこういうシステムがあれ

ば、もうちょっと海外に関して色々と発言できたなと。 

 港区の場合は、特に他区と比べて外国人の率が非常に高い、国際色豊かな区だと思いますので、

この辺はもっともっと研究していただきたいと思いますし、ただ、英語発表会とか、それがここの

ところ近年なかったけども、すごく発音が良かったりとか、その辺のところは高く評価できるので

はないかと思います。 

 次に二つ目の質問なのですけど、先程の「コロナ禍で計画的に学習を続けることができましたか」

とか「規則正しい生活を送っていましたか」というところで、これもやはり小学生より中学生の方

が、特に「学習を続けることができましたか」というところが著しく落ちているのだけど、この辺

はどういうふうに考えられますか。 

○教育指導担当課長 本来ですと、自分で今日の目当てはこうで、時間はこのぐらい割り振りをし

て、こうやって目標に向かって勉強していくというふうにしてほしいのですが、港区の場合は、小

学生はきっと親御さんたちがしっかり家でも見ているのかなというのは思います。 

 中学校になると、別に親がしっかりしなくなった訳ではないのですけど、発達段階と親と、「いい

よ、そんなの自分でやるから」とかいうのも入ってくると、これだけ下がるのかなと思います。ま

たここが受験期に向けて中３とかなっていくと、これは中３調査なので、もうちょっと中３なので

上がってほしいなとは思うのですけれども、そういうところも出てきているのかなと分析はしてい

ます。 

○田谷委員 分かりました。ありがとうございます。ああいうｅスポーツ等との関係もあるのかな。

何というかゲームの率が高くなったり、親の目も外れやすくなってくるので、そういう方に没頭し

てしまうとか、その辺はどう考えられますか。 

○教育指導担当課長 その面もあると思います。ただ、小学生もゲームやめられないということを

聞くので、中学生に限ったことではないと思います。そこに小学生の場合は、保護者の方が「はい、

もういい時間です。３０分と決めていたでしょう」とかという声かけが入って、まだ「うん、分か
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った」という発達段階なので、その部分、規則正しくできているのかなと。 

 中学校の場合は「そうだよね」と言って「分かった。１時間」と言って、また部屋へ戻って自分

でやってしまうとかということもあるのかなと。ＳＮＳと直接関係している訳ではないですけれど

も、生活リズムを正していくというところにはつながっていくので、それもしっかり見ていかなけ

ればいけないかなとは思っています。 

○田谷委員 最後に。先程議員の質問の中でもｅスポーツについてというのがありまして、昨今テ

レビを見ていても、ｅスポーツ大会があるとかそういう中で、非常に日本人が優秀な成績を収めて

いるとかと聞くのですけど、僕はあれと結びつけてｅスポーツを奨励しておいて、その中でそうい

う日頃のゲームに関わる時間帯の問題とか、そういったところをうまくｅスポーツを今はやってき

ているので利用して、それを今度こういう方に。僕、専門家ではないのでどういうふうに向けたら

というのは分からないけれども、あれをうまく利用してこういう時間を増やすように、規則正しい

生活をできるように。 

 そういうのは、スポーツなんかでもそうですよね。１日中野球やっているやつはいないので、大

体何時から何時までと効率的なスポーツの練習の仕方をするのが普通だと思うので、ｅスポーツを

活用してちょっとこの辺のところ、使用する時間をちゃんと制限して、規則正しくというような指

導ができないのかなと思うのですけど、その辺いかがでしょうか。 

○教育指導担当課長 ｅスポーツの中には、公式に認められているゲームでないとｅスポーツとし

て成り立たないということもあり、なかなかこちらから「はい。これは公式なｅスポーツです」と

か勧めるということは今のところしていません。 

 ただ、そういうものにも結びつけてやっていけるものについては、今後これについてはという話

があるかもしれませんが、現時点ではそこまでの考えなどはもっていません。普通のＳｗｉｔｃｈ

とかでみんな通信してやるようなゲームのイメージで今話をさせていただいたので、そういうお考

えとかご助言もあったというところで、今後検討していきたいなと思います。 

○田谷委員 分かりました。よろしくお願いします。特に中学生で規則正しいとか、計画的な学習

というのに影響を及ぼしてくるのはやっぱりインターネットがすごく多いと思うし、特にＹｏｕＴ

ｕｂｅ、私なんかもＹｏｕＴｕｂｅ始まると結構長い時間見てしまう傾向があるのですけれども、

そういうところもあるとなかなかそういうご指導がこれから難しくなると思いますけど、よい方向

に向かうようによろしくお願いします。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。 

 山内委員どうぞ。 

○山内委員 今の点についてですけども、ｅスポーツの問題というのは実はかなり慎重に扱わなけ

ればいけなくて、いわゆる野球とかサッカーのシミュレーションのようなｅスポーツもあれば、実

はもういわゆるシューティングゲームのようなものに近いものとか、色々なものがある。さらに言

えば、中学生、高校生とかが陰で全く知らない人たちとのネットワークがそこでできていて、夜通

しその関係の中でゲームをし続けるようなものまで。ｅスポーツとそれ以外の色々なネットゲーム
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の境界というのが非常に曖昧であって、さらに対人関係のコントロールが十分できない段階で、い

きなりそういう関係に広がる関係があると思うのですね。そういう意味では、私はｅスポーツとい

うのは相当慎重に扱わなければいけないと見ています。 

 一方で、例えば高齢者とか、スポーツで自分で体を動かしにくくなった人たちに少しシミュレー

ション的なものが入って、できる範囲での身体活動もできるようなｅスポーツというのもあるので、

対象によって考える必要がありますけど、小学校、中学生は慎重にしなければいけないだろうと考

えます。 

 その上で先程のやり取りを聞いていても、実はこの生徒の質問紙、今ネットでもう一回引っ張り

出して見ていたのですけども、かなり生活習慣についても聞いていますよね。ですから、篠崎さん

がこうかもしれないとおっしゃったようなことは全部、本当はこれ検証できる訳ですよね。だから、

そういう意味でしっかりこのデータを検証していけば、具体的なことがきっちり、そうかもしれな

いというところがより明確になるので、やっぱりこの生活習慣の細かい情報というのを生かした分

析というのをした方がいいのではないかと思いました。 

 それから先程の中学生の問題は、やっぱり港区特有の問題があるのだろうと思います。やっぱり

区立小学校からかなりの割合の生徒が中学校受験をして、その上で半数以上の生徒が私立等々に進

学をするというような状況になっているので、ある意味で小学校の段階と中学の段階は、基礎学力

の面で、少しほかの自治体とは違った状況が生まれるのではないかとは思います。 

 ですから要は、中学校段階ではほかと比べて差が出なくなってくるということは理解できるので

すけれども、自己肯定感などを見ると、それ程中学校も平均だけで見れば下がっている訳ではない。

他区との関係で見れば、相対的に見ればそれ程下がっていないので、その点は少し安心するところ

ですけれども、やはり中学校段階で３年間の中でどう学力を上げていくかという問題と、自己肯定

感をどう維持してさらに上げていくかということは、やっぱりほかの自治体以上に港区の場合には

丁寧に取り組まなければいけない課題なのではないかなと思っています。 

 以上です。 

○教育指導担当課長 ありがとうございます。データの分析については、本日の段階では顕著なな

ものという形で上げさせていただいたので、おっしゃるとおり一度分析をさせていただいて、今後

につなげていきたいと思います。 

 それから学力をどう上げていくかというのも、今、先生からご説明いただきましたように、港 

区特有のというところもあると思うので、そこも加味してどうしていくか。それからｅスポーツの

関係も対人関係、やっぱりなかなか難しいところもあるので、そこについても今後、可能なかぎり

研究していきたいかなと思っております。ありがとうございます。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 この件に関しては皆様から様々なご意見、あるいはご提言いただきましたので、それをしっかり

と教育委員会の方も受け止めて次に生かしていきたいと思いますし、分析に関してはまた山内委員

の方に色々お願いするかもしれませんが、よろしくお願いをいたします。 
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 ６ 令和３年度港区子どもサミットの開催について 

○教育長 それでは、次の報告に入ります。「令和３年度港区子どもサミットの開催について」説明

をお願いいたします。 

○教育指導担当課長 それでは、ナンバー６の資料を御覧ください。「令和３年度港区子どもサミッ

トの開催について」でございます。毎年、これは平成２０年からテーマを決めて、色々子どもサミ

ットを各学校の代表が一堂に会して開催するというものでございますが、今年度は「私たちがつく

る これからの情報化社会～みなとインターネットこどもルールの策定にむけて～」というテーマ

で、先生方にもご出席いただいて、やっていきたいと思ってございます。 

 それでは説明に入ります。項番１の「目的」を御覧ください。こちらも代表児童・生徒が、未来

を担う一員として、今後の社会をよりよくするために、学校・家庭・地域社会が目指すべき姿や、

自分たちができること、するべきことについて話し合って、これから行動することを提言するよう

な形で考えてございます。 

 「日時」ですが、令和３年１２月６日月曜日、午後２時３０分から４時４５分までという形で考

えてございます。 

 「会場」は区議会棟をお借りしまして、本会議場及び第１から第５委員会室を使わせていただき

ます。 

 「参加者」は、港区小学校高学年児童と、中学校の生徒会の生徒、各校１名以上で５６名。区長、

議長、副議長、港区議の先生方、それから教育長と教育委員の先生方ということで考えてございま

す。 

 「全体テーマ」は、最初の冒頭にお伝えさせていただきましたが、「みなとインターネットこども

ルールの策定」というところを目標にしてございます。今年度の子どもサミットでは、１人１台の

タブレット端末配備が完了されたことやＳＮＳトラブルが結構な形で起きたりしていて、そういっ

たことも踏まえて、情報化社会で生きる上で、自分たちはどういうことを守らなければいけないか

というのを改めて提言をして、ルールを策定して、それを各学校に持って帰って、またみんなにそ

ういうふうにしようねというような形を取るという感じで思ってございます。 

 ２枚目の「内容」のところなのですけども、「本会議Ⅰ」で区長と議長に挨拶を頂いた後に、児童・

生徒による代表質問をして、教育長にご答弁をいただく。その後各委員会に分かれまして、アから

オの五つの分科会に分かれて、そこに先生方にも入っていただくようなイメージでいます。 

 第１分科会が「ＳＮＳの正しい活用について」。第２分科会が「インターネットに関わる犯罪の防

止について」。第３分科会が「１人１台タブレット端末の活用について」。第４分科会が「インター

ネットでの著作権と肖像権の侵害防止について」。最後、第５分科会が「インターネット利用と健康

被害について」。 

 このときに、昨年、山内先生からも色々ご指導いただいたのですけども、もう出来レースでそれ

を決めるというだけではなくて、「異議あり」と言う子もいてもいいのではないかとか、自分で思っ
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たことについて言えた方がいいのではないかというご指導を頂きました。これについても事前に分

科会でタブレット端末を活用して、先生たち同士で一回集まって、こんな形でつくっていくと子ど

もたちが思ったことを素直に言えるのではないかという視点をもって工夫しようと今年は思ってい

ますので、ご期待くださいと強くは言えないのですけど、そのようには思っています。 

 今度は３番の「本会議Ⅱ」になったときに、意見を提言して「異議なし」だけで終わっていたの

ですけど、「異議あり」となかなか言えないかもしれないので、感想として、例えば第１分科会の子

が第５分科会の子に「これはどうしてですか」とか、そういう質問をするとか、そういう機会はあ

った方が、みんなで建設的なあれになるのかなと思っているので、それも出来レースではなくて、

うまく導き出せるような形で今、準備をしているところです。 

 最後に謝辞を申し上げて、終わるというような形になってございます。 

 なお、ここに、保護者の方も子ども１人につき１名は、議場の上の傍聴席のところで見ていただ

けるような形になります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、しっかりと対策を講じた

上で実施させていただきたいと思います。 

 なお、詳しいことにつきましてはまたご説明をさせていただきたく思ってございます。まず今回

は開催についてのご報告になります。 

 以上です。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。 

 山内委員どうぞ。 

○山内委員 では、私の名前が出たので。ありがとうございます。先程、寺原委員もおっしゃって

いたように、やっぱり今の子どもたちが「周りと合わせなければいけない」という感覚がすごく強

くなって、こういうところでも周りに合わせて、自分の意見を言うことについて非常にためらうと

いうか、気兼ねする。あるいは言ってはいけないというような感覚もあるので、そういう意味で篠

崎さんからお話のあった色々な工夫をして、率直にみんなが意見を述べたり質問したり、あるいは

「異議あり」と異議を言えるぐらいの、そういう機会になればと思います。 

 そういう自分の意見を言うことが大事だということを教育する機会になったらいいなと思ってい

ますので、楽しみにしています。 

○教育長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

○田谷委員 今の篠﨑さんと、それから山内先生のお話の件は非常にいいと思うのですけども、そ

うすると「子どもサミット本会議Ⅱ」で「本会議場」とこれ、５グループもあって２０分では足り

ないのではないかと思うのだけど、その辺の時間配分。 

 かといって、その前の特別委員会が１時間取っていただいているので、それもいっぱいいっぱい

だと思うのですけど。その辺の時間配分はいかがですかね。僕、どっちかというと、この「本会議

Ⅱ」というところがやっぱり重要だと思うのですよね。特に「異議あり」という発声をもらうよう

な形を採るとするとね。その辺の時間配分の件はいかがでしょうか。 

○教育指導担当課長 貴重な意見ありがとうございます。まず、「子どもサミット特別委員会」の意
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見自体が去年もあまり盛り上がっていなかったので、個別のところでしっかり意見が言えてという

のがいいかなと思うので、ちょっと時間配分としては多めに取っています。 

 決まってきたことを「異議あり」「異議なし」というのは、子どもたちの状態を見ても難しいかな

と思ったので、「本会議Ⅱ」のところ、先生がおっしゃるように本当に重要なところだとは思うので

すが、ここで反対、賛成だけではなくて「私はこう思ったのだけどなぜこうなのですか」とか、そ

んな意見を自分の考えを基に言えるといいかなというようなイメージで、この時間設定にはさせて

いただいたのですね。もう一回持ち帰って確認はして、どうかなというところは最終的に時間内に

収まるようにはさせていただきたいと思いますが、ありがとうございます。 

○田谷委員 篠崎さんありがとうございます。その辺ご苦労は。なかなか我々も会議をしていても

「異議あり」と唱えるのは非常に勇気があることで、なかなかそれが出てこないのだけど、それが

出るとものすごくいい意見だったりすることがあるので、その辺をどういうふうに小中学生のとき

から掘り起こしていくか考えるというところが非常に重要だと思うので、ご苦労されるところだと

思います。 

 ただ、これでもっと時間長くしてしまうと、特に小学生の下校の時間にも入ってくる。中学生は

多少延びてもいいと思うけど、その辺のところでご苦労も多いと思います。あとよろしくご検討い

ただきたいと思います。お願いします。 

○教育指導担当課長 承知いたしました。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ７ 後援名義等の９月使用承認について 

 ８ 生涯学習スポーツ振興課の９月事業実績について 

 ９ 生涯学習スポーツ振興課の各事業別利用状況について 

 10 生涯学習スポーツ振興課の１１月事業予定について 

 11 図書館の９月分利用実績について 

 12 図書館・郷土歴史館の９月行事実績について 

 13 図書館・郷土歴史館の１１月行事予定について 

 14 みなと科学館の９月利用状況について 

 15 １１月教育人事企画課事業予定について 

○教育長 それでは、次に７の「後援名義等の９月使用承認について」から１５の「１１月教育人

事企画課事業予定について」の９件については定例報告でございます。配布資料のとおりでござい

ます。各項目についてご質問等はございますでしょうか。よろしいですか。 

 

 16 新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関するガイドライン改定版の一部改訂（令

和３年１０月２５日版）について 

○教育長 それでは、次に「新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関するガイドライン
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改定版の一部改訂について」説明をお願いいたします。 

○教育指導担当課長 それでは報告資料１６を御覧ください。こちらの資料ワンペーパーと、あと

こちらのガイドラインの改定版の冊子があると思うので、どちらも見ていただければと思います。 

 では、まずこちらの本編の方から説明させていただきます。今回、新型コロナウイルス感染症に

対応した学校運営に関するガイドラインを、今までの知見とか色々なこともありますので、項番１

に書かせていただきましたが、今までの国や都、保健所の関係機関の指導を踏まえて対応をしてき

て、ある一定程度こうやってやっていくと、学校におけるクラスターというのはなかなか港区の場

合はそんなに起きてもいなかったですし、子どもたちも本当に一生懸命そういう対策に基づいて学

校で一生懸命学びをしていた、先生方も本当にご苦労されてやっていただいたというところがある

ので、そういったところもまとめて一部改訂をさせていただくような形になりました。 

 項番２のところで、併せてガイドライン本編を見ていただければと思うのですが、まずガイドラ

インの４ページを御覧いただければと思います。「感染症基本行動」というのが新たに追記をされま

した。これは東京都の方でも言っている大きい５点です。「常にマスクを正しく着用しましょう」「３

つの『密』を徹底的に回避するための換気の徹底と距離の確保」それから「正しいタイミング、正

しい方法での手洗いの徹底」それから「消毒の徹底」「健康観察の徹底」とあります。こういう文言

でなくても、今まで港区しっかりやっていたと思うのですけど、改めてここで「感染症基本行動」

というところで、五つに合わせて改定をさせていただきました。 

 本編の項番２の（１）のところですね。一般的なマスクといってもいくつか種類があり、不織布

マスクが最も効果を持って、次に布マスク、ウレタンマスクの順に効果があるとされているので、

不織布マスクの着用を推奨していますが、子どもたちによっては過敏症であったりとか、なかなか

マスクつけられないという子もいるので、そういう子たちの配慮もしっかりしてくださいというこ

とで書かせていただいております。ガイドラインで言うと、５ページの１の「常にマスクを正しく

着用」のところにその部分を、（２）番であるとか（７）番「過敏症等により」というところでつけ

させていただいています。 

 それから（２）番、次はこちらのガイドラインで言うと７ページになります。７ページの「学校

運営編」の１の「感染症予防策の徹底」のところに書かせていただいています。これは、ワクチン

に対しての正しい知識を身につけられるよう指導するとともに、ワクチン接種は任意であって強制

ではない。ですので体質であったりとかで打てないお子さんたちもいますので、そういったところ

も正しくやっているよと。その判断に基づいてやるものなので、尊重しなければいけない。 

 なので、そういうことについても子どもたちにもしっかり教育しますけど、保護者の方にもご理

解を頂きたいというところで入れてございます。 

 それから（３）番は、ちょっと飛んで１５ページになります。１５ページの（２）の③ですね。

学習活動の③「いずれかの状況」というところで、本当は６波とかあっては嫌なのですけども、今

後もし第６波が来て、また感染拡大が広がるというようなことがあれば、全校一斉でのオンライン

授業の実施をすることを基準としていますよと。その基準について、１５ページのところに書かせ
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ていただいています。 

 「同一の学級において複数の児童・生徒の感染が判明した場合」であるとか、「感染が確認された

者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合」、ちょっとそういう

可能性があるということで追記しています。それから「１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者

がいる場合」。あとは「その他、設置者で必要と判断した場合」。学年を超えているかもしれないし、

学級を超えているかもしれませんけど、ちょっとこれはもしかしたらクラスターにつながるかもと

いうときについてはそういうふうに進めさせていただいて、オンライン授業になるということを書

かせていただいています。 

 最後（４）番です。すみません、少しお戻りいただいて１１ページになります。１１ページの４

番「学校行事等について」の（６）とかがそうですね。児童・生徒が学年を超えて一堂に集まって

学校行事を実施する場合の感染症対策として、身体的距離の確保など開催方法を具体的に示してい

ますと。 

 今回、例えば運動会とかは、今までは人数をすごく絞ってやってくださいみたいな話をしていた

のですけども、人数は学年超えて行ってもいいですけど、密を避けるような運営の仕方であるとか、

そういうことをしてくださいというようなことが書いてございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

○教育長 ただいまの説明に対してご質問等はございますでしょうか。 

 田谷委員どうぞ。 

○田谷委員 今のご説明の中で、不織布マスクでないことを理由にいじめが起こらないようにとい

うことなのですけど、その前に、全くマスクができない子というのはいるのですか。 

○教育指導担当課長 数名ですが、いるというふうに学校から報告を受けています。 

○田谷委員 次に、不織布マスクができない子どもというのもいるのですか。 

○教育指導担当課長 はい。ある一定数います。肌荒れと過敏と、やっぱり布マスクでないと、と

いうお子さんがいます。 

○田谷委員 次に、先程も港区は外国人が多い。したがって両親が外国人のお子さんもいらっしゃ

ると思うのですけど、そうすると諸外国ではやはりマスクが一般的でない。今回は大分どちらの国

もしたようですけども、ただ、本国の方でそういう規制が外れると、親もそれにならって「マスク

しなくてもいいのではないか」というようなことを言って、マスクをしない子どもなんていうのが

発生することもあるのですかね。宗教的な問題とか、国の問題で。 

○教育指導担当課長 こちらに報告が上がっていないだけかもしれないのですけど、そういった外

国籍の方でマスク云々というのはないです。どちらかというと、過敏症と子どもの体質によってと

いうことで、医師の診断書を持ってきて「ちょっとできないのですけど」とか、そういった子は聞

きますけど、外国籍でというのは今のところないですね。 

○田谷委員 分かりました。ありがとうございます。というのは、先週末、土曜、日曜と僕もちょ

っと近所を散歩したりなんかしていて、割と外国人で、例えばジョギングしていたり、自転車に乗
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っていたりしているとマスクしていないのですよね。だからそういったところがあるのかなという

か。日本人はきっちり、日本人で逆にマスクしていない方が珍しいのですけど、そういうようなこ

とを感じたものですから、なかなか子ども指導する上でも、そういう外国人とかには難しいかなと

いうことがありました。どうもありがとうございます。よく分かりました。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 17 東京都における基本的対策徹底期間に係る施設及び事業の対応について 

○教育長 それでは最後になります。「東京都における基本的対策徹底期間に係る施設及び事業の対

応について」説明をお願いいたします。 

○生涯学習スポーツ振興課長 それでは、本日付報告資料ナンバー１７を用いてご説明いたします。

こちらは東京都が１０月２１日に公表いたしました「基本的対策徹底期間における対応」を踏まえ

まして、１０月２５日から１１月３０日まで、教育委員会における施設・事業の対応について、ご

報告させていただきます。 

 項番の１「経緯」でございます。１０月２１日に東京都は感染状況等を踏まえまして新しい対応、

「基本的対策徹底期間における対応」を１０月２５日から１１月３０日まで実施することを公表い

たしました。これを受けまして教育委員会では、本日から基本的対策徹底期間の終了までの間、施

設・事業の開館・実施時間を通常どおりとするなどの対応を行います。 

 ２ページを御覧ください。項番の２「施設・事業の対応」でございます。本日からこれまで閉館

時間が２１時までだった生涯学習センター、青山学習館が２１時３０分まで。スポーツセンターが

２２時までとなり、これで全ての施設・事業の開館・実施時間が通常どおりとなります。 

 続きまして「事務事業」等の内容でございます。教育委員会が実施する事務事業については、原

則全ての事務事業を継続することとしまして、教育委員会が主催するイベント・講演会等の区民が

直接参加する事業につきましては、区ガイドラインに基づく運営を徹底して行うことなど、記載の

とおりでございます。 

 ３ページの項番３「周知方法」でございます。区ホームページ、ＳＮＳ、各施設での掲示により

行いました。 

 簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。基

本的にもう通常どおりに戻るということになりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、本日予定している報告事項は全て終了いたしましたが、委員または説明員の皆さんか

らその他何かございますでしょうか。 

○図書文化財課長 高輪築堤跡の一般公開を求めます要望書が日本考古学協会の方から来ておりま

すので、ご報告したいと思います。事前に資料の方はお送りいたしましたものでございます。 

 １０月１４日付で日本考古学協会の埋蔵文化財保護対策委員会の方から発出されたもので、１０

月１８日月曜日にこちらの方に届いたものでございます。御覧のとおり内容の方は２ページ目の下
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の方にございますけれども、９月３０日をもって緊急事態宣言等が解除されたので、現地公開を行

う障壁が下がっているということで、世界遺産級とも言われる高輪築堤跡をより多くの人々に公開

されるべきだというご意見とともに、３ページ目になりますけれども、記書きのところにあります

が、２点要望として書いてございます。 

 「東日本旅客鉄道株式会社は、港区教育委員会と連携・協力し、高輪築堤跡の一般向け現地公開

の機会を大幅に拡充すること」。２点目として、「文化庁、東京都教育委員会、港区教育委員会は、

高輪築堤の一般向け現地公開を拡充するよう、必要な指導および支援を東日本旅客鉄道株式会社に

おこなうこと」という２点を求めているものでございます。これについては教育長宛てに１０月２

９日までには回答するようにという、そういう求めも記載してございますので、こちらの港区教育

委員会教育長の名義で先週回答いたしました。 

 内容としては、ＪＲへ見学会の開催についての協力を引き続き働きかけていくという旨を申し述

べております。また、ＪＲの方とはもう既に具体的に打合せにも入っておりまして、先週１０月２

１日水曜日の日に見学会の開催について調整を行いまして、開催する方向で今、調整中というとこ

ろでございます。 

 報告は以上でございます。お時間ありがとうございました。 

○教育長 ほかに皆さんの方から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 中村委員どうぞ。 

○中村委員 高輪築堤の件で１点確認なのですけど、この間見学に行った時に石垣のところのあれ

を壊して、上に展示していた部分があったと思うのですけど、あの石垣はどうするのですか。廃棄

ですか。みんな丘へ上げて飾っていたものがありましたよね、石垣。あの石垣はどうするのですか、

あの後は。 

○図書文化財課長 上に上げていた石垣なのですけれども、一旦全部外します。取り壊す部分は取

り外すのですけれども、今、要望として、佐賀県の佐賀県庁の博物館の方に移築したいというお声

を一つは頂いていますので、４００個という数字も明示されていますので、そういうところに運ぶ

ということが一つと。ほかにもいくつかの自治体からそういう声が上がっているという話は聞いて

います。 

 それから、高輪ゲートウェイ駅周辺の一帯の開発の中の、例えばですけれど植え込みですとか道

路ですとか、部分的に使えるものはそこに残していこうということも考えているように聞いており

ますので、そういう形でほぼ大半のものが使われていくのだろうと思います。 

○中村委員 今言われた移築というのは、高輪にこういう築堤がありましたよということを移築し

た先で復元して、こういうのがありましたということでちゃんと展示するということですか。 

○図書文化財課長 佐賀県の方は高輪築堤をつくることにかなり関わりがあった大隈重信の出身地

が佐賀県ということで、佐賀県庁の佐賀県の博物館の中庭の部分に高輪築堤を概ねそっくりに復元

して、また、大隈重信の成果という形で、博物館の中にもその石をいくつか展示して、実績を周知

していこうと。そういうことだそうです。 
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○中村委員 分かりました。佐賀が出てきたのは大隈重信の関係ですね。 

○図書文化財課長 はい、そうです。 

○中村委員 できるだけ、せっかく貴重なものなので捨てられるのはもったいないなと思ったもの

ですから、どうなるのかなと思ってお聞きしたので、ぜひそういうところに積極的に活用していた

だければとは思います。 

 以上です。 

○図書文化財課長 承知しました。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。委員の皆さん、あるいは説明員の皆さんから何かございます

でしょうか。 

 山内委員どうぞ。 

○山内委員 いや、佐賀はさすがだと思うのは、単におそらく大隈との関係だけでなくて、佐賀の

博物館というのは私も見に行って感心したことがあるのですが、江戸時代から明治期にかけての技

術史ですね、日本のその当時の技術についての展示というのが非常によくできていた。そこには感

心したことがあります。 

 ですから港区も、どういうふうに江戸の後半から明治にかけてのそういう科学技術、あるいはそ

ういう土木技術とかというのが蓄積して、それがこの築堤に至ったかというところをうまく見せる

ような展示というのはこれから工夫しなければいけない訳で、そういう意味では佐賀の博物館とか

というのは、今はどういう展示になっているか分かりませんが、私が前見に行った時のは非常によ

くできていて感心しましたけれども、そういうのも色々参考にして、これから工夫していただけれ

ばと思いました。 

○図書文化財課長 ありがとうございます。参考にいたしたいと思います。 

○教育長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

「閉会」 

○教育長 それではこれをもちまして、臨時会の方は閉会といたします。次回定例会は１１月の８

日月曜日、午前１０時から開催予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 長時間にわたりましてお疲れさまでした。ありがとうございました。 
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